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１　

医
療
機
関
な
ど
に
お
い
て
、

保
険
診
療
等
を
受
け
る
際
に
は
、

窓
口
で
の
保
険
証（
被
保
険
者
証
）

の
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
震
災
に
伴
い
被
保
険
者
証

な
ど
を
紛
失
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
窓
口
で
提
示
で
き
な
く
て
も
、

氏
名
生
年
月
日
な
ど
を
申
し
出
る
こ

と
に
よ
り
保
険
診
療
を
受
け
ら
れ
る

取
り
扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
７

月
１
日
か
ら
は
、
保
険
診
療
等
を
受

け
る
際
に
は
、
被
保
険
者
証
な
ど
の

提
示
が
必
要
に
な
り
ま
す（
紛
失
の

場
合
は
、
再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
）。

２　

医
療
機
関
等
に
お
け
る
一
部

負
担
金
等
が
免
除
と
な
る
た
め
に

は
、
一
部
負
担
金
等
の
免
除
証
明

書
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
窓
口
で
以
下
に
該
当
す
る

こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
一

部
負
担
金
等
の
支
払
い
が
猶
予
さ
れ

て
い
る
方
に
つ
い
て
、
７
月
１
日
か

ら
は
、
ご
加
入
の
医
療
保
険
の
保
険

者
が
発
行
す
る
一
部
負
担
金
等
の
免

除
証
明
書
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保

険
の
保
険
者
に
免
除
証
明
書
の
交
付

を
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
免
除
と
な

る
期
間
は
、
平
成
24
年
２
月
29
日
ま

で〈
入
院
時
食
事
療
養
費
お
よ
び
入

院
時
生
活
療
養
費
は
平
成
23
年
８
月

31
日
ま
で
を
予
定
〉で
す
）。

（
１
）災
害
救
助
法
の
適
用
地
域（
東

京
都
を
除
く
）や
被
災
者
生
活
再
建

支
援
法
の
適
用
地
域
の
住
民（
地
震

の
発
生
以
後
、
被
災
地
域
か
ら
他
市

町
村
へ
転
出
し
た
方
を
含
む
）で
あ

り
、

（
２
）次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た
は

　

こ
れ
に
準
ず
る
被
災
を
し
た
方

②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し
ま

　

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方

③
主
た
る
生
計
維
持
者
の
行
方
が
不

　

明
で
あ
る
方

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を
廃

　

止
・
休
止
し
た
方

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職
し
、

　

現
在
収
入
が
な
い
方

⑥
原
発
の
事
故
に
伴
い
、
政
府
の
避

　

難
指
示
、
計
画
的
避
難
区
域
お
よ

　

び
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
に
関
す

　

る
指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
次
の
市
町
村
国
民
健
康

　

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
、
ま

　

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　

入
さ
れ
て
い
る
方
で
保
険
証
の
住

　

所
が
次
の
市
町
村
の
方
に
つ
い
て

　

は
、
被
保
険
者
証
が
あ
れ
ば
免
除

　

証
明
書
は
不
要
で
す
。

　

広
野
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川

　

内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江

　

町
、
葛
尾
村
、
飯
舘
村

※
田
村
市
お
よ
び
南
相
馬
市
の
市
町

　

村
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

　

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い

　

る
方
は
、
免
除
証
明
書
の
提
示
が

　

必
要
と
な
る
の
は
８
月
１
日
か
ら

　

と
な
り
、
７
月
中
は
６
月
ま
で
と

　

同
様
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

※
原
発
の
事
故
に
伴
い
、
政
府
の
屋

内
退
避
指
示（
４
月
22
日
解
除
）の

対
象
と
な
っ
て
い
た
方（
い
わ
き

市
・
田
村
市
の
一
部
で
緊
急
時
避

難
準
備
区
域
に
指
定
さ
れ
な
か
っ

た
地
区
の
方
）の
窓
口
負
担
の
免

除
は
、
６
月
末
日
ま
で
に
受
け
た

診
療
等
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

３　

免
除
対
象
者
の
方
で
一
部
負

担
金
等
を
支
払
わ
れ
た
方
は
、
還

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

震
災
以
降
、
こ
れ
ま
で
に
支
払
い

猶
予
・
免
除
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら

一
部
負
担
金
等
を
支
払
わ
れ
た
方

は
、
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険
の

保
険
者
に
領
収
書
等
を
添
え
て
申
請

す
れ
ば
、
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

◎
ご
加
入
の
医
療
保
険
の
保
険
者
へ

の
保
険
証
や
免
除
証
明
書
の
申
請
を

忘
れ
ず
に

　

申
請
の
方
法
な
ど
は
、
左
記
の
医

療
保
険
の
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
】

　

問
町
民
生
活
課 

☎
７
２
‐
６
９
３
３

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】

　

問
町
民
生
活
課 

☎
７
２
‐
６
９
３
３

　

問
福
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
２
４
‐
５
２
８
‐
９
０
２
５

【
全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け
ん
ぽ
）】

　

問
全
国
健
康
保
険
協
会
福
島
支
部

　

☎
０
２
４
‐
５
２
３
‐
３
９
１
６

【
右
記
以
外
の
健
康
保
険
等
】

　

加
入
さ
れ
て
い
る
各
医
療
保
険
の

保
険
者
ま
た
は
お
勤
め
先
の
事
業
所

東日本大震災で
被災された皆さんへ
７月１日から医療機関等の窓口での取り
扱いが変わります。


